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15議員が市政を問う一 般 質 問

問　高齢者の積極的な社会参加を促進するため、
令和８年度から加齢性難聴者への補聴器購入助
成を実施するようだが、助成額はいくらか。
答　県内の先行自治体や全国的な傾向を参考に、
１件当たり上限３万円に設定しています。本事
業は新しい取組であることから、まずは内容の
周知に努め、対象となる方が適切に助成を受け、
購入後も補聴器を継続して使用できるよう支援
していきたいと考えています。
問　耳が聞こえにくい若年者が増えており、放
っておくと、認知症やうつ病、社会的孤立につ
ながる恐れがあるため、若年者に対する補聴器
購入についても助成するべきと考えるが、市の
見解は。
答　身体障害者手帳の交付対象とならない18
歳以上の軽度・中等度難聴を対象とした補聴器
購入に当たっては、社会生活やコミュニケーショ
ンを補助するために必要なものであり、購入の
負担が大きいことも認識しています。しかしなが
ら、現時点では限られた予算の中で、まずは加
齢性難聴者を対象とした助成を始める予定とし
ており、18歳以上の補聴器の購入助成につい
ては、その状況を踏まえ調査研究していきます。

問　風力発電事業について、市独自の保全条例
をつくる考えは。
答　青森県自然・地域と再生可能エネルギーと
の共生に関する条例のゾーニング設定において、
市から自然公園法に規定される地域を保護地域
に組み入れるよう意見を提出しており、それら
が反映された条例となっていることから、再生
可能エネルギーと自然との共生という目的を十
分に果たしていると考えており、市独自の保全
条例を制定する考えはありません。

加齢性難聴者への補聴器
　　　　　　　　　購入助成額は

問　マイナ保険証を持っていない方が利用する
資格確認書の有効期限が令和８年７月31日に
なっているが、令和８年８月１日以降の資格確
認書の対応は。
答　当市の国民健康保険資格確認書の有効期限
は、これまでの保険証と同様に最大で１年間、
毎年７月31日までと設定しています。更新に
ついては、有効期限が切れる前の７月中旬に、
翌年度の７月31日を有効期限とした資格確認
書を送付することにしています。

問　令和７年に、三本木小学校仲よし会の定員
を引き上げたが、入所を希望する児童は入所す
ることはできたか。
答　令和７年度当初は定員を超える申込みがあ
り、利用できない児童が39人いたことから、
小学校１年生から５年生の保護者に対し、利用
希望調査を実施した結果、13人が利用を希望
していたため、定員を105人から29人増員し
た134人とし、12月からは希望する全ての児
童の受入れを開始しています。
問　令和７年度から導入した仲よし会障がい児
受入推進事業の実施状況は。
答　障がいを持つ児童や発育に不安を抱える児
童を含めた全ての児童が放課後を安全、安心に
過ごすことができるようにするため、定員の過
半数の児童が在籍し、かつ障がいを持つ児童等
が利用している仲よし会に対し、受入れに必要
な専門的知識を有する支援員を追加で配置して
います。支援員は、三本木小学校仲よし会、ち
とせ小学校仲よし会に各３人、南小学校仲よし
会に２人、東小学校仲よし会、藤坂小学校仲よ
し会に各１人で、合計５施設10人配置してい
ます。

問　災害時における応援協定は、締結から年数
が経過している協定があるが、内容の確認や更
新を行っているのか。
答　市が協定を締結している全ての団体に対し、
年度初めに内容の見直しなどの有無を確認した
いと考えています。
問　東北電力ネットワーク株式会社との協定に
ついて、倒木等による停電防止と復旧迅速化を
目的とした協定の見直しをする考えは。
答　倒木による停電や道路の機能に支障を及ぼ
すおそれがある樹木を事前伐採することについ
て、協定書の変更手続きを進めています。

問　教育相談室「トワハート」や教育支援室「わ
かこま」などに通室しておらず、支援の手が届
いていない不登校児童生徒はいるか。
答　通室している児童生徒だけに支援が行き届
いているということではなく、小中学校におい
て、校内教育支援センターでの支援、スクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカーに
よる支援、家庭訪問など個別の状況に応じた対
応により、支援の手が届いていない児童生徒は
いません。
問　不登校の状態が続いたまま中学校を卒業す
る生徒やその保護者にどのような支援の窓口を
案内しているのか。
答　義務教育終了後の支援については、生徒一
人一人の進路が異なり個々に応じた適切な配慮
が必要なことから、中学校から進学先へ情報提
供を行うほか、家庭環境に継続的な支援が必要
な場合には、こども家庭センターを中心として
関係機関と協力しながら支援しています。18歳
以降も、関連部局が連携し、必要とする支援を
途切れさせない体制づくりに努めていきます。

国民健康保険証の有効期限後の
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問　一部の町内会の協力により、生ごみ回収事
業を行っているが、今後の方向性は。
答　当市が目指すゼロカーボンシティの実現に
向けて重要な取組であることから、今後さらに
多くの町内会にご理解とご協力を頂きながら、
生ごみの減量に努めていきたいと考えています。
問　生ごみの水切りを行う電動式生ごみ処理機
の貸出しを行っているが、購入のための補助を
する考えは。
答　貸出し後の使用者アンケートでは、軽くて
ごみ出しが楽になった、生ごみの量が激減した、
補助があれば購入したいなどの意見が多数あっ
たことから、電動式生ごみ処理機などの購入補
助として、令和８年度一般会計当初予算に40
台分、80万円を提案しています。

問　親亡き後の障がい者への支援について、市
として今後どのように支援をしていくのか。
答　障がいのある方の高齢化や重度化、親亡き
後に備えるとともに、地域生活において障がい
の特性に起因した緊急事態やその家族の支援が
見込めない状態に対応するため、令和４年７月
から地域生活支援拠点等事業を実施しています。
この事業は、緊急事態があった場合に、事前の
登録情報に基づいて障がい福祉サービス提供事
業所と連携し、適切にサービスが利用できるよ
うに支援を行うもので、これまでに登録されて
いる方は22人います。市としては、令和８年
度に策定する第３次十和田市障がい基本計画及
び第８期障がい福祉計画に登録者の目標値等を
設定し、支援実績の検証を行うほか、専門性や
経験を有した地域の関係支援者にご協力いただ
き、利用者やご家族の希望に添った暮らしがで
きるよう、必要な備えを検討していきます。

生ごみ回収事業の今後の方向性は
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